
「 業 種
ぎょ う し ゅ

入 替
い れ か え

 
 

 埼玉県は、平成３１・３２年度名簿から建設工事の入札参加資
格について、新たに「業種入替」の受付を実施しています。 

 

 

 
  
 ☞ 「業種入替」とは、例えば、埼玉県の建設工事の名簿にＡ･Ｂ･Ｃ･Ｄ･Ｅの５業種を登録し 

  ている事業者が、業種Ｅを抹消し、新たに業種Ｆを登録することです。 
  

業種入替申請前 Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ ・ Ｅ 

業種入替申請後 Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ ・ Ｆ 

 
  
 

 
  
 ☞ 令和７・８年度名簿の期間中は、２年間で３回、受付を実施します。 

  第１回：令和７年７月１日から令和７年７月１１日まで 

  第２回：令和７年１０月１日から令和７年１０月１０日まで 
  第３回：令和８年４月１日から令和８年４月１０日まで 
 
 
 
  
 ☞ 申請回数の上限はありません。 
  
  
 
 
  
 ☞ できません。 
   登録業種の入替によって資格審査を受けることができる業種数は増加しますが、名簿に登 

  録できる業種数は５業種までです。 
  
 

 
  
 ☞ 登録業種を入れ替える際、入替対象業種を「抹消」します。 

   その後、新しい業種が登録されるまで、約１か月かかります。 
  

入替対象業種抹消前 Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ ・ Ｅ 

入替対象業種登録後 Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ ・ Ｆ 

 

◆ 「業種入替」とはどのようなものですか？  

◆ 業種入替は、いつ受付を実施しますか？  

◆ 業種入替は、何回申請できますか？  

業種Ｅを抹消して業種Ｆを登録する  

◆ 登録業種の入替をすると、６業種以上登録できますか？  

◆ 登録業種の入替を申請する際、他に何か注意することはありますか？  

・ この事務処理に約１か月かかります。 

・ この間、業種Ｅと業種Ｆを入札参加要件とする 

 入札に参加できません。 


